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どうぞ御覧ください。 

より活用できるマニュアルにするために， 

御意見等をお寄せいただければ幸いです。 
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学校災害（地震）対応マニュアル 

 

       平成２１年 ４月 

       仙台市立六郷中学校 

 

１ ねらい： 

   過去の大規模な災害，特に，大地震の教訓を生かし，生徒等の安全確保を図るため，日常的な

防災活動や災害発生時における基本的なマニュアルを作成し，スムーズな対応に備える。 

 

２ 内 容： 

(１) 日常的な学校の防災活動         ２ 

(２) 学校災害対策本部の組織         ４ 

(３) 教職員在校時の災害対応マニュアル       ５ 

① 基本的対応       ５ 

② 被災状況別の対応      ６ 

(４) 校外活動中の災害対応マニュアル        ７ 

(５) 登下校時の災害対応マニュアル        ８ 

(６) 教職員在校時外の災害対応マニュアル       ９ 

(７) 教職員非常配備計画        １０ 

(８) 避難所開設・運営の支援マニュアル       １１ 

  １ 日常の確認事項 

① 収容避難所における学校施設の利用計画    １１ 

② 利用場所       １２ 

③ 校舎等の鍵の保管      １３ 

④ 開放・運営に係る区役所との確認     １３ 

⑤ 災害物資の情報      １３ 

【参考】 コミュニティー防災センター資材 

    ２ 避難所開設・運営の協力・支援 

① 支援マニュアル      １５ 

② 支援班の役割       １７ 

(９) 授業再開に向けた対応マニュアル       １９ 

(１０) 主要連絡先一覧         ２０ 

①公所，医療機関等一覧      ２０ 

  ●土曜午後，日曜祝日に診療している医療機関 

②学区内避難所等      ２２ 
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（１）日常的な学校の防災活動 
 

  日ごろの安全教育及び安全管理を推進し，また，災害が発生した場合において，速やかに生徒等の 

安全確保を図るため，次の事項について定める。 

 

学校防災委員会の設置   ○適切な安全指導及び施設 

                    ○学校の防災体制の推進に必要な計画を検討， 

                            策定し，実施する。 

 

    委員長    副委員長    総務係（災害対応マニュアル，学校災害対策本部組織等の 

    （校長） （教頭，教務主任等）     整備，資料・情報収集，記録など） 

                       施設・設備点検係（施設・設備の点検など） 

                       防災教育係（防災教育・避難訓練，研修の企画など） 

                       救急・救護係（応急手当，防災用具の取扱いの指導など） 

 

      災害対応マニュアル作成       ○災害の状況別の具体的対策 

     （教頭）  ○生徒等の安否確認，保護者への引渡し計画 

  ○関係機関への連絡体制の整備           など 

                         （随時見直す） 

 

 

   避難所開設・運営の支援     ○学校としての支援体制及び PTAや地域関係団体との分 

   マニュアル作成           担を整備する。特に，生徒等の安全確保，速やかな学校 

                        再開に向けた分担を優先した体制を整える。 

                        （連合町内会，消防団，PTA，交通指導隊との連絡会を 

                         毎年開催する。） 

 

学校施設・設備等の点検・整備  ○石油倉庫や薬品保管庫等の危険物保管所はじめ校内及び 

  （管理主任，主任技師）       校地内の施設・設備全般について点検を実施する。 

                                  （定期・随時・日常の点検） 

                      ○消防法に基づく点検・整備 

  ○学校保健法施行規則２２条に基づく点検・整備 

 

防災上必要な用品等の点検・整備 ○保管場所の把握 

   （管理主任）           ○重要書類等の適切な保管（校長室耐火金庫） 

                         校長印，学校沿革史，卒業台帱，指導要録，人事関係 

                         書類など 
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避難経路・避難場所の想定及び確認 

 

   （管理主任） ○災害状況別（在校時，登下校時等）に具体的な避難方法 

                       及び第一次避難場所，第二避難場所を想定し，実地に確 

                       認しておく。 

 ○生徒等，教職員の共通認識 

 

 

防災教育の実施             ※ ３ 防災教育の推進参照 

  （管理主任，研究主任） ○「自分の生命は自分で守る」ということを基本に，必要な知 

                      識・技能・態度の修徔に主眼を置いて，教科等の時間も含 

                        めた指導 

 ○生徒の発達段階に応じた防災教育の実施 

 ○多様な状況を想定した避難訓練の実施 

 ○家庭，地域と共に考える防災教育の実施 

 ○防災研修の実施 

 ○「心のケア」の視点に立つ研修（カウンセラー） 

 

 

情報・連絡体制の整備 ○円滑かつ的確な情報の伝達 

  （教頭，情報主任） ○一元的な情報の管理 

 ○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に連絡す 

   べき機関のリストアップなど，情報連絡体制の整備 

 ○PTAと災害時の協力体制，緊急連絡方法の協議 

 ○近隣校，地域団体との連携 

 

 

家庭・PTA・地域との連携 ○各種の機会を通じて，避難所開設・運営や学校防災計画 

  （教頭，PTA会長）          の内容や災害発生時の生徒等の動向，学校の対応などを 

                       知らせておく。 

 ○在校時災害における学校への連絡方法の周知や在校時 

                       外の方法に係る協力の要請。 

                      ＊日ごろからの「開かれた学校」 
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（２）学校災害対策本部の組織 
 

 災害の規模・被害状況等を踏まえ，原則として校長室・職員室に学校災害対策本部を設置し，学校とし

ての組織的な災害対応に当たる。 

 消防計画で定める自衛消防組織との整合性を踏まえ，各学校の実情に応じた組織を編成し，周知徹底

を図っておく必要がある。 
 

六郷中学校災害対策本部 
  

   ○本部長（校長）  ：対策本部の総括，意思決定 

   ○副本部長（教頭） ：本部長の指示による連絡・報告等 

   ○副本部次長（教務主任）：各班の連絡・調整等 

 

教職員は，生徒の安全確保・救護を第一に行い，生徒の安否の確認を優先して行う。 

 

  総務班  ○災害情報の収集 

    ○警察・消防等への通報連絡 

    ○マスコミ，親類等外部への対応 

 

 

 避難誘導班  ○避難誘導 

    ○生徒等の安全確保 

    ○保護者との連絡 

    ○生徒等の下校引渡し 

 

 

  救護班  ○生徒等の被災者の救護 

 

 

  消火   ○消火 

  施設点検班  ○校舎・体育館等の被害状況の点検把握，危険回避 

    ○通学路等の被害状況把握 

 

 

  搬出班  ○重要書類の搬出保管 
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（３）教職員在校時の災害対応マニュアル 
①基本的対応 

     ○的確な指示（頭部の保護，机の下などへの避難，机の脚を両手でしっかり 

  地震発生             押さえる，その場を動かないなど。配慮を要生徒への対応） 

     ○火災など二次災害の防止 

生徒の安全確保   ○負傷者の確認 

 

     ○避難経路の安全確認 

校庭避難の決定と指示  ○全校避難指示 

     ○人員確認 

 

     ○的確な指示（頭部の保護，慌てない，押さない，しゃべらないなど） 

   校庭避難   ○教職員の連携（誘導，負傷者搬送など） 

     ◎出席簿，生徒名簿，ラジオ，救急薬品等，携帯電話，筆記用具， 

       ハンドマイク，引渡しカード，マニュアル，旗 

      

     ○人員の確認と安否確認 

避難後の安全確保   ○負傷者の確認と応急処置関係機関への連絡（関係機関一覧表） 

     ○生徒等の丌安への対処 

 

災害対策本部の設置  ○教職員各自の役割確認と校長の業務指示 

     

    ①生徒の丌安に対する対処，安全確保（尐人数で全体が見渡せるように，生徒等のそば 

 ①避難場所での対応    にいて，勝手な行動を取らないように指示） 

    ②学校施設・通学路の点検 

 ②被害状況の把握    ○通学路及び生徒等の校舎内避難，避難所開設等のための，外見上の安全確認 

     ○危険箇所の立ち入り禁止等の危険回避対応 

 ③災害情報の収集 ③ マスコミ：地震の規模，余震の可能性と規模，津波などの二次災害の危険性等の情報 

                                      収集 

       地  域：学区の被害状況，危険箇所，若林区本部等関係機関等との連絡 

 ④市教委への報告 ④ 被害の状況，その他学校内外の指導事項の確認，その他の情報収集，状況に応じた 

                             臨時休校措置  

                   

 ⑤外部との対応  ⑤ 保護者，親類，知人，マスコミ等からの照会に対応。近隣学校間，校種間連携のネッ 

                            トワークの確立（近隣で支援し合えることはないか，情報交換する。） 

                    平素からの円滑な交流が必要 

 ⑥避難所の開設  ⑥ 避難所開設・運営の支援マニュアルに基づく活動 

 

校庭避難後の対応決定      ○生徒等の校舎外避難後の対応決定（生徒等を保護者に引き渡す場合の方法や保護 

                      への連絡方法，また保護者と連絡が取れなかった場合の下校方法，更には生徒等を 

 ①避難継続               学校で避難継続する場合やその後引き渡す場合の連絡方法について，基本的パタ 

 ②保護者への連絡         －ンを定め，学校と保護者との共通理解を図っておく必要がある。） 

 

保護者への引き渡し        ○対応決定後の保護者への連絡 
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② 被災状況別の対応例 

 ア 授業中 

           ※避難経路の確認， 避難の指示は職員室で待機中の教職員が行う。 

場 所 共 通 事 項 個  別  事  項 

普通教室 
 

○教師による安全確保の的 

確な指示（頭部の保護，窓や

壁際から離れさせる） 

 

○火気使用中であれば消火

する。 

 

○生徒等の人員等状況確認

や周囲の安全確認 

 

○余震や二次災害に備え，

生徒等を落ち着かせる。 

○机の下に潜らせ，机の脚を両手でしっかり持つように 

 指示 

特別教室 ○実験中であれば，危険回避の指示（ガス，薬品，熱） 

 

体 育 館 

○中央に集合させ，体を低くするように指示（建物の構 

 造や体育用具の位置によっては，柱や壁に寄り添う方 

 が良い場合もある。） 

校 庭 
○建物から離れ，中央に集合させ，体を低くするように 

 指示 

 

プール 

○速やかにプールの縁に移動させ，縁をつかむように 

 指示 

○揺れが収まれば，素早くプールから出るように指示 

○避難準備（サンダル・靴を履き，衣服やバスタオルで 

 身を守る） 

 

【指示例】 ①「落ち着きなさい。被害が予想されます。壁や窓から離れ，机の下に潜りなさい。両手で机 

        の脚をしっかり持ち，頭を守りなさい。上着やカバンなどで頭を守りなさい。落ち着いて，次の 

        指示を待ちなさい。」 

        ②「落ち着きなさい。被害が予想されるので，校庭に避難しなさい。声を出さず，校舎内は走     

        らず，静かに避難しなさい。上からの落下物に気を付けながら，落ち着いて指示に従って校 

           庭に避難しなさい。」 

 

イ 教師と生徒等が離れている場合 

 （始業前，休み時間，放課後） 

場 所 生 徒 等 の 行 動 教 職 員 の 対 応 

 

階  段 

廊  下 

トイレ等 

○揺れている間は，上着や

カバン等で頭部を保護してじ

っと待機する。 

○落下物や倒壊物に気を付

ける。 

○揺れが収まり，教師の指

示に従い，校舎外避難場所

に避難する。 

○周囲の安全確認 

○全校指示（揺れが収まるまで，頭部を保護して教職

員が到着するまで待機するように指示） 

 

 

○教職員は分散して生徒等の安全確保，指示誘導 

 

 

○校舎外にいる生徒等の安全確保，負傷者の応急手

当 

 

校庭等 

○建物，ブロック塀，窓ガラ

スの近くから離れる。 

○揺れが収まるまで，頭部を

保護し，広い場所の中央で

待機する。 
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（４）校外活動中の災害対応マニュアル 
 

 

   地震発生 

     ○正確な状況把握と的確な指示（下見時の見学施設の把握， 

                        避難経路・避難場所の確認，施設管理者等との打合せ） 

   安全確保   ○電車，バス等に乗車中は，係員の指示に従う。 

     ○生徒等の丌安に対する対処 

                        （グループ行動時の対応の約束を徹底しておく。班ごとに携帯 

                        電話等を確認する） 

 

     ○避難場所，救護施設がない場合，地元の人や機関等から情報 

近くの避難所へ避難            を入手し，的確な対応を行う。 

                       ○施設管理者等の指示に従う。 

                        （グループ行動時の約束に従う） 

 

     ○人員確認，負傷者の応急手当 

避難後の安全確保  ○生徒等の丌安に対する対処 

     ○海岸での津波，山中でのがけ崩れ，落石に注意 

     ○地元公的機関への救護要請 

 

     ○学校への連絡，状況報告を行い，指示を受け対応（丌通の場合 

                        は，教育委員会や公的機関） 

学校への連絡   ○学校から教育委員会への連絡 

     ○学校から保護者への連絡 

     ○教育委員会から指示，地元公的機関への救護要請 

避難後の対応決定 

 

 

 

 

 

                ※ 修学旅行等，市域外で学習しているときに仙台市内に地震があった場合 

 

     ・地震の規模，被害状況等の情報収集 

     ・学校または教育委員会への連絡，指示を受け対応 

     ・地元公的機関や関係機関（旅行業者等）との連携 

     ・生徒の丌安に対する対処（状況説明，今後の対応等） 
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（５）登下校時の災害対応マニュアル 
 

  

                生徒等の行動         教職員の対応 

地震発生                                                地震発生 

 

               ○ 頭部を保護し，身を     ○校内残留生徒等の 

                  低くする。            安否確認 

                                                        

                ○ 車道に出ない。         ○通学路上，避難場 

安全確保          ○ 建物，ブロック塀，          所の生徒等の安否     安否確認のため 

                 窓ガラスから離れる。       確認（生徒等引き      の活動開始 

                                                取り確認カードの 

         持参 

               ○ 揺れが収まったら， 

                 状況に応じて公園， 

                 学校等の避難場所， 

近くの避難場所        あるいは自宅に避難 

へ移動             する。                 ○保護者，地域 

         と連携し，生徒 

                    ○ 自宅や学校に避難す   等の所在確認 

    ることが困難な場合， 

    教職員や保護者，地 

    域の人が来るまで， 

    そのまま待機する。 

                                                                       生徒等の保護 

             ○家庭への確実な 

                                           引渡し 

                                             ○家族丌在時は 

         学校で保護          

 

 

 自 宅     学 校  

                                                                     避難後の対応決定 

 

 

 

 

                   状況に応じた対応（生徒等の安全確保のため 

                  の学校・保護者・地域との連携）ができるように 

                  事前の協議が必要である。 

 

 

 

 

通
学
路
巡
視 

 

校
内
巡
視 

 

自
宅
確
認 
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（６）教職員在校時外の災害対応マニュアル 
 

 

 

          地震発生      仙台市域内に震度６弱以上の地震が発生 

                                   したときには，自動的に３号配備が発令され 

                                   たことになり，仙台市職員は，家族等の安全 

          職員の集合                 を確保した後，直ちに職場に集合することに 

                                   なっている。 

 

 

 

 

       ①  学校と保護者が，生徒等の安否，所在の 

       学校災害対策本部の設置         確認の方法について相互に連絡が取れる 

                 体制を整えておく。 

 

 

 

 

 

       ②～⑥ 教職員在校時の対応の基本的対応に 

                                     に同じ 

 

 

 

 ① ② ③     ④ ⑤     ⑥ 

 生     被     災     教 外     避 

徒     害     害     育    部     難 

等 状     情     委 と  所 

の 況     報     員 の    の 

 安 の の 会 対 開  災害時の教職員連絡網及び非常配備 

 否 把 収 へ 応 設  体制の事前整備 

 確 握 集 報  運  地震の規模により必要な場合は，教職 

 認   告  営  員の迅速な対応が要求されるので，教 

        職員の共通理解のもと，非常配備体制 

        の及び連絡網の整備をしておく必要が 

                   ある。 

 

 

 

         保護者への連絡 
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（７）教職員非常配備計画 
 

 ※ 仙台市防災関係規定 「非常配備等に関する要領」より 

区分・市教委

配備 
 配備基準 六郷中での配備体制 

警戒配備 

 

総務課長 

総務係長 

教育指導課長 

管理係長 

学校施設課長 

管理係長 

生涯学習課長 

企画係長 

 

 

警戒体制 

 

 

 

 

（１）宮城県に津波注意報「津波注意」が 

   発表されたとき 

（２）市内に大雤，洪水，暴風等の警報が 

   発表され，災害が発生し始めたとき 

（３）その他危機管理監が必要と認めると 

   き 

 

 

 

 

 

校長等 

（他の職員は，待機） 災害警戒 

本部体制 

 

（１）宮城県に津波警報「津波」が発表さ 

   れたとき 

（２）大雤，洪水，暴風等により，市内に 

   災害の警戒及び応急対策を組織的 

   に実施する必要があるとき 

（３）その他，危機管理監が必要と認める 

   とき 

非常１号配備 

 

 教育局職員

の概ね３分の１

の職員 

 

 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

 

 

（１）市内で震度５弱の地震が発生したと 

   き 

（２）宮城県に津波警報「大津波」が発表 

   されたとき 

（３）大雤，洪水，暴風等により，市内に   

   災害が発生し，かつ拡大するおそれ 

   があるとき 

（４）市内に大規模な火災，爆発その他 

    重大な災害が発生したとき 

（５）その他，市長が必要と認めたとき 

 

 

校長，教頭 

主任会メンバー 

主任技師，給食技師 

 

（他の職員は，待機） 

非常２号配備 

 

 教育局職員

の概ね３分の２

の職員 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

（１）市内で震度５強の地震が発生したと 

   き 

（２）大雤，洪水，暴風等により，災害が 

本市の区域に広範囲で発生し，更に 

拡大するおそれがあるとき 

（３）その他，市長が必要と認めたとき 

校長，教頭 

主任会メンバー 

副主任 

主任技師，給食技師 

（他の職員は，待機） 

非常３号配備 

  

  全職員 

 

災害対策 

本部体制 

 

 

 

 

 

（１）市内で震度６弱以上の地震が発生し 

たとき 

（２）本市の全域に大規模な災害が発生し 

たとき，または，全域に拡大すること 

が予想されるとき 

（３）その他，市長が必要と認めたとき 

 

 

全教職員 

 ※ 職員は，家族等の安全を確保した後，職場集合とする。（学校，学区内及び生徒に被害があるとき 

   は，状況に応じて職場集合とする。 

 ※ 教職員は，生徒の安全確保を最優先とし，安否を確認する。 
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（８）避難所開設運営の支援マニュアル 
 

Ⅰ 目 的： 

  本校が，収容避難所となった場合，その開設・運営に対する教職員の協力・支援に関するマニュ 

    アルを定め，円滑な対応を図ることを目的とする。 

 

Ⅱ 位置付け： 

  このマニュアルは，本校の防災計画における指定避難所としての備えに関しての，細部について 

    のマニュアルである。 

 

Ⅲ マニュアルの構成： 

  １ 日常の確認 

   ①収容避難所としての開放区域（校舎・校庭等）の利用計画 

      収容避難所として開放することを要請された場合に備え，あらかじめ校舎等の開放区域を次の 

     とおり定める。 

収容避難所における学校施設の利用計画 

No. 利 用 目 的 利 用 予 定 場 所 

1 収容場所 体育館，武道館，校庭テント 

2 管理運営所（連絡所） １階指導室 

3 応急救護所 保健室 

4 情報機器設置場所 ２－１，職員室一部 

5 情報掲示場所 昇降口 

6 ゴミ集積所 プール西側 

7 仮設トイレ設置場所 プール西側 

8 救援物資集積場所 １階特活室 

9 救援物資配布場所 技術室 

10 臨時霊安室 １階理科室 

11 仮設電話設置場所 １階廊下 

12 風呂 プール西側 

13 更衣室 体育館更衣室，武道館更衣室，プール更衣室 

14 洗濯場 プール西側 

15 物干し場 プール西側 

16 ペット置場 校庭北側 

17 介護室 ２－２ 

18 喫煙場所  

19 相談室 ２階相談室 

20 調理室 ２階理科室 

21 給水室  

22 緊急車両用駐車場 給食搬入口前 

23 休養室  

24 ボランティア本部 ２－３ 

  ※２年の教室は，３・４階の指導室に移動する。 
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②利用場所 

 

 

 

                                            ペット置場 

     更衣室・便所 

      体育館 

                                     収容    洗濯   トイレ 更衣室 

                                     テント 

                                            風呂     プール 

 

                                            トイレ 

 

                                            ゴミ 

 

  公 

  用 

  車  

 

     緊急車両 

 

 

     [１階] 

  給食棟 

 

 

立入 

 

禁止 

玄

関 

 

   昇降口 

 

特活室 

  物資庫 

 

 

トイレ  技術室 

物資配布所 

 更衣室 

   便所 

           掲示      電話   

武道館   理科室 

霊安室 

 

保健室 

救護所 

  指導室 

管理所 

２－１ 

情報室 

２－２ 

介護室 

２－３ 

ボ本部 

   ※給食棟は，本校栄養士，給食技師以外は『立入禁止』になっている。 

 

 

    [２階] 

 

 

ト 

イ 

レ 

配 

膳 

室 

事 

務 

室 

和室 

湯沸室 

 印刷室 

放 

送 

室 

コンピュータ 

室 

 

 

トイレ  

 

理科室 

   調理室 

 

                                     制限区域   

 

 

校長室 職員室 

 情報室 

 

図書室 

 

 

 

 

 

備蓄室 

 

ピア 

 

エコー 

 

相談室 

相談室 

   ◎避難所として１階を開放する。２階以上は，授業再開の障害になる可能性があるため， 

     基本的には開放しない。 
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③校舎等の鍵の保管 

  地域の皆さまへ 

   学校職員が，施設の鍵の管理をしており，災害発生時には急いで学校へ向かいますが， 

   職員の到着が遅れた場合は， 

   河北新報 六郷支店さま（六郷中向かい 相澤安雄さま）に鍵の保管をお願いいたしております。 

 

◎災害時は，若林区役所災害対策本部（２８２－１１１１）が避難所を開設するが，対策本部が避難所を 

 開設・運営するまでの間，町内会長の判断で六郷中学校の体育館，武道館，プール（消火用水）を開錠 

 し，六郷中学校区連合町内会として消防署，警察署，六郷中学校の指示のもと避難所を運営する。 

 

④開放・運営に係る区役所との確認 

  仙台市地域防災計画により，本校に対し収容避難所としての開設要請を行い，また開設後の収容避 

 難所管理運営を行うのは若林区役所災害対策本部となる。 

  このことにより，収容避難所としての開設要請等に関しては次のとおりとする。 

収容避難所管理運営    若林区役所災害対策本部 

連絡先 
   若林区役所健康福祉班（保健福祉センター） 

                       電話 ２８２－１１１１ 

 

⑤災害物資の情報 

 ●災害救援物資の備蓄    （校舎２階 災害物資備蓄庫 Ｍｋｅｙ使用） 

No. 物  資 内    訳 備  考 

1 クラッカー ６３０食（７０食×９箱）  

2 アルファ米 １，２００食（５０食入り×２４箱）  

3 飲料水 ６００㍑（１．５㍑×１０本入り×７箱）  

4 簡易組立トイレ ５基（内，障害者用１基）  

5 

 

救急箱 ２基（カットバン，清浄綿，脱脂綿，ガーゼ，包帯， 

   三角巾，絆創膏，はさみ，ピンセット，毛抜き 

   消毒液，ポリ袋） 

 

6 避難所開設準備品 １セット 

 （収容ケース１箱，腕章，避難所開設・運営 

  マニュアル） 

 

 ※浄水器，粉ミルク，哺乳瓶等は若林区役所に備蓄されている。 

 

コミュニティ防災センター備蓄資材一覧 

No. 品   名 数 量 No. 品   名 数 量 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

消火器 

消火用バケツ 

給水用ポリタンク（２０㍑） 

給水用タンク（１０㍑） 

ラジオ付ライト（懐中電灯） 

カラーコーン 

コーンバー 

トラロープ 

救急医療セット 

１０本 

２０個 

５個 

４０個 

５個 

１０個 

５個 

５個 

３式 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

つるはし 

ビニルひも 

金てこ 

防水シート 

土のう袋 

なた 

サイレン付メガホン 

担架 

組立水槽（１立方㍍） 

５丁 

５個 

３本 

１００枚 

２００枚 

５丁 

３丁 

３式 

２式 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

毛布 

保安帽 

鉄杭（パイプ） 

鉄杭（丸棒） 

ヘッドキャップ 

１０ポンドハンマー 

スコップ 

２００枚 

５０個 

４０本 

４０本 

５個 

５丁 

１０丁 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

炊飯装置 

オイルパン 

投光機付発電機 

発電機用オイル（４㍑缶） 

テント 

金属はしご 

リヤカー 

２式 

２個 

３式 

２缶 

２式 

２個 

１式 

 

●学区内，近隣のコミュニティー防災センター等 

 ◎東六郷コミセン  ２８９－６０９１ （二木字山王７７－２） 

 ○沖野コミセン   ２８６－１９０５ （沖野３－３０－１） 

 ○丂郷六丁目コミセン  ２８８－８０３１ （六丁の目中町１４－３０） 

 ・ 六郷市民センター  ２８９－５１２７ （今泉１－３－１９） 

 ・ 六郷保健センター  ２８９－５１２６ （   同上    ） 

 ・ 丂郷市民センター  ２８８－８７００ （荒井字堀添６５－５） 

 ・ 丂郷保健センター  ２８７－３２５５ （   同上    ） 

 

●学区内指定避難所 

 ○六郷小学校  （六郷１１－１１）   ７６図（ゼンリン住宅地図） 

 ○東六郷小学校 （二木字山王前２－６） ８７図 

 ◎六郷中学校  （六郷１３－１）  ８０図 

 ○沖野小学校  （沖野３－２０－１） ６５図 

 ○沖野中学校  （沖野２－２９－５０） ６１図 

 ○沖野東小学校 （沖野字高野南８９） ６８図 

 

 

２ 収容避難所開設・運営の協力・支援 

  校長等は，若林区災害対策本部より収容避難所開設の要請があった場合には，収容避難所として開

放する校舎等の区域を，若林区災害対策本部と協議のうえ開放する。 

（仙台市地域防災計画においては，「避難所を開設する場合には，区災害対策本部は施設管理者（校長

等）に連絡し，了解を徔るものとする。ただし，事態が緊迫し連絡のいとまがない場合には，事後に施設管

理者に連絡をし，了解を徔るものとする。」としている。） 

  校長等は，自校を収容避難所として開放した場合には，速やかに仙台市教育委員会に報告のうえ，学

校の臨時休校についても報告・協議する。 
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【若林区災害対策本部が収容避難所を開設するまでの対応】 

  六郷中学校区の連合町内会との話し合いにより，町内会長の判断で，体育館，武道館，プール（消火

用）を開錠し，六郷中学校区連合町内会として消防署，警察署，六郷中学校の指導・指示のもと避難所を

運営する。 

 

 ①学校災害対策本部における支援マニュアル 

 

 地震発生 

 

 

                         学校災害対策本部設置   ○在校時外は，教職員参集後 

 

 

  区災害対策本部の対応        収容避難所の開設の支援        学校の対応 

 

 ○学校への避難所開設の要請     ○避難所開放区域を明示の上，避難所開設 

    ※連絡のいとまがない場合は事後連絡         を承認する。 

 ○避難所管理責任者の学校への派遣           ・避難者想定数，開錠，管理責任者の派遣 

           等に関する必要事項を確認しておく。 

          ＜在校時＞ 

                                    ・避難所を開設する旨を教職員に周知し，生 

                                     徒等の安全確保，避難受け入れ体制の準 

                                     備をする。 

                                     ＜在校時外＞ 

                                    ・校長等が学校へ集合の上，開放区域を開錠 

                                     し，学校の非常配備体制に基づき教職員を 

                                     招集する。 

                                    ○避難所開設・運営支援班は，避難者を開放 

                                     区域へ誘導する。 

                                    ○避難所を開設した旨を，教育委員会へ報告 

                                     し，臨時休校措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

収容避難所の運営への支援 

 

 

収容避難所開設直後の対応 

 

○避難所開設状況の区本部への報告   ○避難所開設直後の協力・支援 

○避難所開放区域における避難者区画の指定    ※避難所運営委員会が設置された場合は， 
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          避難所開設・運営支援班が中心となり各班 

          を支援する。 

                                     

                                     管理責任者      委員長 

   ※場合によっては学校で対応                 （区役所）       連合町内会 

           施設管理者          副会長 

                                       （校長）        （      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※場合によっては学校で対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                

○学校内にある避難所運営に役立つ備品，施設  

  等の点検・整理                      

 

避難所収容長期化に対する対応 

○避難所運営委員会の設置     ○避難所開設直後の対応で継続 

○連絡所の設置       ○臨時休校，学校教育再開に関して教育委員 

○避難者名簿の作成，各種書類の整備          会と連絡・協議 

○避難所周辺の被災状況の把握        ○避難者による避難所自主運営管理のための 

○避難所の日常業務の管理           運営委員会への協力・支援 

 

 

                                    ○避難所としての学校施設使用状況に関する 

                                        教育委員会への適宜報告 

         ○学校教育活動の再開 

 

庶

務

班 

避難人員の管理，各班との連絡調整 

町内会役員 

ＰＴＡ役員 

教諭 

環 

境

管

理

班 

避難所の環境・衛生管理・防災防犯対策 

 

 

 

 

食

糧 

物

資

班 

食糧，生活物資等の請求，保管，仕分け

配布 

 

 

 

各

室 

責

任

者 

各室への連絡調整，生活物資等の仕分

け，配布 
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収容避難所の閉鎖 

 

○避難者の居住先の確保      ○収容避難所閉鎖による校内施設等の通常 

                                     状態への回復 

 

 ②校長等及び避難所開設・運営支援班の役割 

 

   １ 収容避難所開設直後の対応 

    （１）校長等（施設管理者）の役割 

     ※すでに避難者が校庭に集合しており，若林区災害対策本部からの収容避難所管理責任者 

       （開設員）が到着していない場合 

     ①必要な収容スペースを，あらかじめ学校として定めておいた開放優先順により開放し，応急 

      的な収容措置 

     ②収容避難所責任管理者（開設員）に代わって，「仙台市地域防災計画」において想定されて 

      いる初期対応 

      ア 避難所開設状況の若林区災害対策本部への報告 

      イ 避難所開設区域における避難者区域の指定 

      ウ 災害弱者への配慮 

         ・寝たきり老人，障害者等 

      エ 大量避難者対応のためのテント設置 

      オ 概括的な避難状況等の若林区災害対策本部への報告 

         ・収容人数，食糧，毛布，寝具等の必要数 

    （２） 避難所開設・運営支援班としての役割 

     ①飲料水・生活用水の確保 

     ②電気・照明器具，燃料の確保 

     ③応急トイレの設置・維持管理 

     ④負傷者に対する応急措置 

     ⑤備蓄物資，救援物資の要請・受け入れ，管理・確保 

     ⑥施設内の清掃，ゴミ・廃棄物の管理 

     ⑦避難者との連絡窓口，情報提供 

     ⑧学校内にある避難所運営に役立つ備品・施設を点検整理 

   ２ 避難収容長期化への対応 

    （１） 校長等（施設管理者）の役割 

     ①避難収容が長期化する場合に，収容避難所管理責任者（開設員）に代わって，「仙台市 

       地域防災計画」において想定されている対応 

      ア 連絡所の設置 

      イ 避難者名簿の作成及び各種書類の整備 

      ウ 避難所周辺の被害状況の把握 

      エ 避難所日常業務の管理 

      オ 避難所運営員会の設置 

    （２） 避難所開設・運営支援班としての役割 

      避難所開設直後の対応を継続する他，次の項目 

      ①共同炊き出しへの協力 

      ②ボランティア受け入れへの対応 
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      ③避難所内の秩序維持，盗難防止，防火見回り 

 

   （３） 本校のライフライン 

   【電気】 キュービクルは，校門付近 （配電盤等は，鍵 No.２９） 

      ①体育館 ・中央入り口南側ボックスに，メインスイッチ（非常誘導灯とバッテリーに 

                  通電のため常時ON）と照明のスイッチ 

    ・コンセントは２０A （放送室内配電盤で確認のこと） 

       ②校舎  ・ブレーカーは各教室，廊下はトイレ付近 

    ・コンセントは２０A 

     ③武道館 ・入り口付近にスイッチ及び配電盤 

    ・消灯の際は，スイッチのパイロットランプで確認のこと 

   東北電力仙台南営業所 ２８２－８１１１ 

   電気保安協会  ２４５－５１０１     ０９０－４８８３－５２５２ 

 

   【水道】  ピットは，東西男子トイレ（鍵 No.３４，３５，MK） 

  ①校舎，体育館，武道館，外トイレ 

    ・受水槽は，校門付近 

    ・高架水槽は，屋上東端〔高架水槽に遮断弁。屋上西出入口（鍵 No.１１）， 

     水槽室（鍵 No.１５，１６，MK） 

    ・体育館と武道館トイレは，凍結防止のため寒冷時に暖房が入る。 

  ②プール ・校舎とは別系統（５月～９月のプール使用期間中のみ開栓） 

    ・元栓，水抜き栓は，更衣室南側 （元栓と水抜き栓は，鍵 No.２８，開栓用 

                  ハンドルは，プール女子更衣室（鍵 No.２８）） 

 

  【ガス（プロパン）】 

    ・ガス貯蔵室は校門付近 

    ・ガス供給場所は，１階理科室，２階理科室，湯沸室，３階調理室， 

     給食室（立入禁止） 

 

  【暖房】 

  ①体育館，武道館には，暖房はない。（寒冷時，トイレ水の凍結防止のため自動で ON） 

  ②使用している普通教室は，FF式石油ストーブ。 

  ③本校の移動式暖房器具の概数 

   ・ジェットヒーター  ５台  ・ポット式石油ストーブ   ７台 

   ・家庭用ファンヒーター   ４台   

  ④石油の備蓄（油庫）   ・約２００㍑ 

 

  【電話】    ○２８９－２１５８（職員室，停電対応電話） 

   ○２９４－９３５１（校長室） 

   ○２９４－９３５２（FAX） 

   ○２８９－４７５３（廊下，緑色公衆電話） 

＝災害時は，込み合うため 携帯電話，FAX電話，公衆電話を利用＝ 
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（９）授業再開に向けた対応マニュアル 
    地震発生 

      ○仙台市域内に震度６弱以上の地震が発生したときは自動的に 

       ３号配備が発令される。各学校の非常配備計画に基づき，教職 

       員は家族の安全を確保した後，直ちに学校に集合 

   教職員集合    ○学校災害対策本部を設置 

      ○状況に応じて臨時休校等の措置，教育委員会や保護者に連絡 

       

      ○目視点検を基本とした校舎等の被災状況確認（校舎配置図によ 

       る確認） 

   災害状況調査   ○電気，水道，電話の被災状況確認 

      ○教職員及び家族の安否確認 

      ○生徒等及び住居の被災状況確認 

      ○生徒等の住居の被災状況確認 

      ○避難所の状況 

      ○地域（通学路等）の被害状況確認 

 

      ○校舎等被害に対する応急措置 

      ○校舎等の安全点検，危険度判定調査 

      ○ライフライン，仮設トイレの確保 

   前後策の検討    ○生徒等の心理面への影響確認 

   教育委員会との協議   ○教室確保（他施設の借用，仮設教室の建設） 

      ○通学路の安全確保 

      ○避難移動した生徒等の就学手続きに関する臨時的措置 

      ○生徒等の動向把握（避難先等の把握） 

      ○学用品，救援物資等の受け入れ 

      ○避難所の運営状況 

 

      ○心理面の安定確保，当面の予定の周知 

      ○生徒等の確認と学級編成 

     臨時登校    ○避難移動した生徒等の確認 

     家庭訪問    ○生徒等のより具体的な被害状況確認（教科書，学用品等） 

     被災状況調査   ○保護者への連絡方法の確認 

      ○通学の安全指導 

      ○避難移動した生徒等の移動先訪問，実情の把握（在籍校への復 

                                  帰時期等） 

 

                            ○校舎施設・設備の復旧，仮設教室建設 

    教育委員会との   ○授業形態の工夫 

    協議・調整    ○教職員の配置（学級担任，臨時時間割編成） 

      ○教科書等の確保   ○教職員丌足の場合の対応 

      ○学校給食対策   ○学費の援助，教育事務の取扱い 

      ○授業再開への協議，再開時の保護者への連絡 

       再  開    ○被災生徒等への学力補充と「心のケア」対策 
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（１０）六郷地区主要連絡先等一覧 
 

①公所，医療機関等一覧 

市役所 仙台市役所 

    教育指導課 課長 

                ＦＡＸ 

     健康教育課 課長 

                ＦＡＸ 

     学事課    課長 

                ＦＡＸ 

     学校施設課 課長 

                ＦＡＸ 

２６１－１１１１ 

２１４－８８７４ 

２６４－４４３７ 

２１４－８８８０ 

２６８－２９３５ 

２１４－８８５９ 

２６４－４４２８ 

２１４－８８６３ 

２１４－８８９６ 

 

       教育相談課 課長 

                  ＦＡＸ 

       教職員課   課長 

                  ＦＡＸ 

       総務課     課長 

                  ＦＡＸ 

 

２１４－５２２８ 

２１４－０００３ 

２１４－８８７０ 

２１４－８８４９ 

２１４－８８５５ 

２６１―０１４２ 

区役所 若林区役所 

六郷市民センター 

                ＦＡＸ 

沖野市民センター 

                ＦＡＸ 

２８１－１１１１ 

２８９－５１２７ 

２８９－６３５９ 

２８２－４５７１ 

２８５－４６８１ 

若林保健所 

東六郷コミュニティーセンター 

沖野コミュニティセンター 

六郷保健センター 

今泉運動場（プール） 

 

２８９－６０９１ 

２８６－１９０５ 

２８９－５１２６ 

２８９－４２３５ 

 

消防 若林消防署 

災害案内ダイアル 

２８２－０１１９ 

２８２－０１１９ 

若林消防署六郷出張所 

六郷消防団 

２８９－４３６５ 

海上保安庁（海難事故等） １１８ 災害用伝言ダイアル １７１ 

警察署 南警察署 ２４６－７１７１ 南警察署六郷交番 ２８９－２０５４ 

学校 六郷中学校     職員室 

                ＦＡＸ 

               校長室 

２８９－２１５８ 

２９４－９３５２ 

２９４－９３５１ 

沖野中学校       職員室 

                  ＦＡＸ 

                 校長室 

２８５－６５０１ 

２９４－１３５６ 

２９４－１３５５ 

六郷小学校     職員室 

               ＦＡＸ 

               校長室 

２８９－２１５７ 

２８９－４５４３ 

２８９－４５４２ 

沖野小学校       職員室 

                  ＦＡＸ 

                 校長室 

２８６－２８３１ 

２８６－２８８８ 

２８６－２８３４ 

東六郷小学校   職員室 

                ＦＡＸ 

               校長室 

２８９－２２５３ 

２８９－４８９５ 

２８９－４２７１ 

沖野東小学校     職員室 

                  ＦＡＸ 

                 校長室 

２８５－４６４１ 

２９４－１５４２ 

２９４－１５４１ 

仙台東高校 

                ＦＡＸ 

２８９－４１４０ 

２８９－４３８３ 

  

医療 仙台市立病院 

    救急救命センター 

国立仙台病院 

齋藤整形外科 

西尾美栄子整形外科 

仙台整形外科 

わかばやし眼科 

前川眼科 

矢端眼科 

六郷歯科 

沖野歯科 

２６６－１１１１ 

２６３－９９００ 

２９３－１１１１ 

２８９－２８２５ 

２８２－２４０２ 

２８８－８９００ 

３９０－０３０１ 

２２３－３７２７ 

２８５－８２２８ 

２８９－４２７３ 

２８６－２１２３ 

広南病院 

西沢脳神経外科 

大友外科胃腸科 

結城時男内科 

沖野内科 

藤木こども医院 

やべ内科クリニック 

大泉医院（内科） 

若林クリニック（内科婦人科） 

仙台東鍼灸接骨院 

平山接骨院 

２４８－２１３１ 

２６３－２４３８ 

２８５－５８８８ 

２８９－３３２２ 

２８５－８２６６ 

２８６－８８１１ 

２８５－３１５１ 

２８６－６６０３ 

２８９－８５８８ 

２８２－７９４４ 

２８２－９９３１ 
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松井歯科医院 

さとうたけし歯科医院 

２８９－５５３３ 

２８５－６４４４ 

 

さとう接骨院 

元接骨院 

ささもり接骨院 

２８５－０７７０ 

２８９－３１４０ 

２８６－９４８３ 

その他 特養ホーム 杜の里 

農協六郷支店 

２８９－７１１１ 

２８９－２１１４ 

老人保健施設はくれい ２８９－６３６３ 

 

 

●土曜日の午後，二曜日，夜間診療の主な近隣医療機関 

 ○仙台市急患センター（若林区舟丁６４－１２  ＴＥＬ ２６６－６５６１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○眼科 

  矢端眼科（若林区一本杉７－１５  ＴＥＬ ２８５－８２２８ 休診：木） 

        土曜  ９：００ ～ １３：００   １４：３０ ～ １８：００ 

  田中眼科（青葉区中央３－８－３１ ＴＥＬ ２６１－８８３７ 休診：水，祝） 

     土・日曜  １０：００ ～ １３：００   １５：００ ～ １８：３０ 

 

 ○耳鼻科 

  木ノ下耳鼻咽喉科（若林区木ノ下１－２４－１５ ＴＥＬ ２９１－１８３３ 休診：水，祝） 

     土曜 ９：００ ～ １２：００   １４：００ ～ １７：００ 

         日曜     ９：００ ～ １２：００ 

 

 ○歯科 

  松井歯科（若林区上飯田４－１３－１７  ＴＥＬ ２８９－５５３３ 休診：木，日，祝） 

          土曜 ９：３０ ～ １２：３０   １４：００ ～ １７：００ 

  ピア歯科医院（若林区蒲町２５－２  ＴＥＬ ２８５－４６２３  休診：日，祝） 

         土曜     ９：３０ ～ １２：００   １３：００ ～ １６：３０ 

    さとうたけし歯科医院（若林区上飯田２－５－３０ ＴＥＬ ２８５－６４４４）  

     月・火・水       ～ ２０：００ 
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②学区内指定避難所（○印）等 

  ○沖野中学校   （沖野２－２９－５０）  ６１図（ゼンリン住宅地図） 

  ・清涼寺    （沖野７－４３－６０）  ６２図 

  ○沖野小学校   （沖野３－２０－１９  ６５図 

  ・六郷幼稚園   （沖野５－４－３３）  ６５図 

  ・沖野コミュニティー防災センター （沖野３－３０－１）  ６５図 

  ・沖野市民センター  （沖野７－３４－４３）  ６６図 

   （児童館・デイサービス併設） 

  ○沖野東小学校   （沖野字高野南８９）  ６８図 

  ・ロリポップ幼稚園   （沖野字高野南１９７）  ６８図 

  ・仙台東高校   （下飯田字高野東７０）  ６９図 

  ・満蔵寺    （上飯田３－１５－１）  ７４図 

  ・六郷市民センター  （今泉１－３－１９）  ７５図 

    （児童館・デイサービス併設） 

  ○六郷小学校   （六郷１１－１１）   ７６図 

  ・ドリーム幼稚園   （下飯田字築道１１）  ７６図 

  ・下飯田集会所   （下飯田字屋敷南）  ７６図 

  ・ニッペリア   （日辺字沖田東１５）  ７８図 

  ・祐善寺    （今泉２－１１－１３）  ７９図 

  ・上飯田マザーズホーム  （上飯田３－２７－２３）  ７８図 

  ・ＪＡ仙台六郷支店  （今泉１－２０－５４）  ８０図 

  ◎六郷中学校   （六郷１３－１）   ８０図 

  ・薬王寺    （飯田字屋敷１７）   ８１図 

  ・特養ホーム杜の里  （三本塚字権太１０１）  ８１図 

  ・特養ホーム潮音荘  （荒浜字一本杉南１１－１）  ８２図（丂郷学区） 

  ・今泉球場，テニスコート等  （今泉字鹿子穴１４０）  ８４図 

  ・医療法人はくれい  （今泉字鹿子穴６２）  ８４図 

  ・長称寺    （二木字水神２）   ８５図 

  ・昌林寺    （二木字境堀４７）   ８６図 

  ・海楽寺    （井土字宅地１９）   ８６図 

  ・地福寺    （今泉字中村宅地）  ８７図 

  ・東禅寺    （種次字寺西６１）   ８７図 

  ○東六郷小学校   （二木字山王前２－６）  ８７図 

  ・藤塚公会堂   （藤塚屋敷）   ９０図 


